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何十年ぶ りとい う大雪で締めくくられ

た2005年は、 JR西 日本の尼崎事故に始

まり、建築強度偽装事件に大きく揺れた
一年でした。儲け優先 ・安全軽視の経営

方針は国民生活の安全を破壊 していると

いうことが示されました。そこは、労働

者の 「きちんとした仕事を果たす」とい

う労働者の社会的責任 と権利とが脇に置

かれ、労働者には 「教育」の名の元に 「制

裁」、「見せ しめ」が日常的に行われてい

ました。こうした背景に私たちの健康セ

ンターは、日々活動を続けてきました。

過労死をめぐる裁判、団体生命保険を

めぐる裁判など私たちのたたかいは、日

本の労働者の 「働 く環境」改善する大き

な流れに結びついています。
2月 18日には、全 日本検数協会名古屋

支部・山下過労死事件で、過労死弁護団・

健康センターと港で働 く多くの仲間の支

援を得て、過労死の労災認定が得られま

した。また、未解決の内野過労死労災認

定訴訟や倉田事件、東野過労自殺労災認

定訴訟、団体生命保険訴訟では、今後と

もに粘 り強いたたかいが、求められてい

ます。

第 1回東海北陸ブロックセ ミナーが10

月29日～30日に開かれました。「アスベ

ス ト災害」、「メンタルヘルス」、「教職員
の間での労働安全のとり組み」、「労安は

じめの一歩」のテーマで学習と経験交流

が進みました。

労働安全衛生法の改悪が行われ 「時間

外労40Jが月100時間をこえた労40J者の う

ち本人の申し出のあつたもの」が産業医
の面談指導を受けるとい うことになり、

さらに日本経団連は 「労働時間の規制緩

和」を進めようとしています。「過重労

働対策」から大きく後退 し、過労死、メ

ンタルヘルスの破壊 (過労自殺や 「職場

不適応」)が 増加すると懸念 されます。

これ らの課題は一朝一夕には解決 しな

い、まことに長期的なたたかいが必要と

されることです。
また日本国憲法、大きな議論が始まつ

ています。特に9条 をめぐつては重要な

年になります。
一年の年頭に当た り、昨年一年を思い

起こし、働 くものの健康 と平和な生活を

祈念 しご挨拶といたします。

本年もよろしくお願いいたします。

…
ン

騒宝転の中鶴斡覇品亀
織守る ゴ
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厚生労働大臣を愛知労働局編″ ての要講書■こ碁 づぐ交渉

06年の通常国会において「石綿新法案」

等が審議 されることが報道 されていま

す。
12月1日 、愛労連と愛知健康センター

の代表は、別掲の労働安全衛生法改悪後

の省令等に関する要請書 と併せて、「企

業による石綿被害補償が低水準にとどま

らないよう、人間の命の代価を適正に評

価するよう指導すること。」、「中皮腫の

早期発見を 目的 とした診断技術の向上

と、治療法の確立を国家的プロジェク ト

として行 うこと。」など、多岐にわたる

要請書に基づいて、標記の交渉に臨みま

した。

12月2日 、労働局と同様の形で標記交

渉を行いました。この課が愛知県の窓口

です。県の対策全体が民間への丸投げの

実態が浮き彫 りになりました。物件分析

会社が、石綿分析に追われ、 2～ 3ヶ 月

の待ち状態と3万 円を超える金額の問題

があります。それでも、県独自に分析機

関を設ける考えは無いということです。

具体的相談も愛知産業保健推進センター

に頼 り切 りです。

勢 環境部大、     も 妥訪券

労働局は、労災補償 ・労働衛生 ・労働

基準部監督 ・総務企画の4課 が対応 しま

した。

局側は、要請書について本省に伝える

ことは約束しました。 しかし、専門医研

修は旭労災病院で進めているとか、民間

に委ねている物件分析を公共機関で行 う

意思を示さず、決 して積極的ではありま

せん。

施策も労働安全衛生法第88条 「計画の

届出等」中心で、同法第58条 「表示等」

が守られていない実態の指摘には無回答

でした。

05年8月 22日に、愛知労働局が 「物件

解体時の掲示」通達を出しています。そ

こには 「物件に石綿が含まれていない」

ことを掲示する義務づけもあります。に

もかかわらず、センターから、ある県営

住宅解体現場 (注文主は知事)の 表示写

真を渡して、義務が守られていない事実

を突きつけても、「築40年以上だから問

題ない」ととんでもない見当はずれの回

答をする始末です。

交渉する愛労連・当センターの代表



交渉を終えこ 石縮対策会議の設置

専門家の試算で、石綿被害は交通事故
の 5倍 の過乗J死亡をもたらすとされてい

ます。 しかし、原因も症状の真実も知ら

ずに死亡する被害となる可能性は極めて

大きいと痛感 します。要請書は当センタ
ーのホームページに掲載 します。要請事

項の実現に向けて、関係機関への要求行

動を強化 しなければなりません。通常国

会においては、「知 らずに死ぬ」事態を

変えることを重点として運動を広げる必

要があると思います。

とりわけ、①物件分析を安価で迅速に

行えるよう、公共機関が分析の責任を果

たすようにする。②すべての呼吸器を診

る医師が、胸膜肥厚などを判別できる能

力を持つような研修について、国と自治

体が責任を持つようにする。③労働安全

衛生第58条の表示義務を徹底するため

に、労働局の体制を強化させるなどが重

要ではないかと思いました。そのために

は、関係労組の担当者も含めた対策会議

が必要ではないかと考えます。

(文責 :三栄国康)

「アスベスト対策基本祐のtll・すべての機書者の補償を求める請廠l

100打署名推進中!l月末春でに寝細七ンⅢ「春で届|十てくだむ↓l!

全国センターでは、標記の請願 100万 署名に取り組んでいます。お手元にあ

る請願署名の、第一次集約は 1月末、第二次集約は2月 末です。愛知センターま

でお届け下さい。よろしくお願いいたします。

定

と

労働局へ.労 安法の改悪是正tこつあ1印 宅 スカ

12月1日 、愛知労働局へ労安法の改悪

について、愛労連 ・健康センターで申し

入れをしました。労働局としては、残業

が 100時 間を超えた場合、本人の申し

出で産業医の指導が始まる件について
「今までの45時 間以上で産業医の指導

を受ける、 50時 間以上で過労死の危険

性が強くなる。 100時 間を越すと過労

死 と認定できるとい うこれまでの指導

は、
卜
医学的な裏付けをもつた数値なので、

労安法が変えられても、無効になるもの

ではないと思 う」旨の意見表明があつた

が、基本的には私達の声を中央に伝える

というスタンスで終わりました。

全国センターからの連絡で12月18日ま

でに厚生労働省にパブリックコメン トと

して意見をあげよということで、健康セ

ンター加盟の組織と愛労連には意見書を

あげるように要請 しました。健康センタ
ーとしても意見をメールで送 りました。

1月 中に省令案がつくられ、 2月 に労働

政策審議会で決定され、4月 から実施に

なる模様です。いずれにしろ、いままで

の実績を後退させない運用を要求 してい

くことが大切です。
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いのちと健康を守る運動をすすめる力量の拡大を!

◆全国センター第8回総会

働 く者のいのちと健康を守る全国セン

ター第 8回 総会が、12月11日に東京の全

労連会館で開かれました。

全国から79名の代議員が参加 し、今年

度の活動のまとめと、新年度の活動計画

について討議 しました。総会では、一年

間の活動総括や新年度方針など議案の一

切を満場一致で採択 し、新役員を選出し

ました。

小泉 「構造改革」は国民の生活に負担

を強いています。労働行政では、2005年、

財界の要求に応え、企業の安全配慮義務

を逃れる労安法を改悪 しました。さらに、

「ホワイ トカラー ・エグゼンプション」

などと「労働時間制限なしの会社員制度」

づくりをもくろんでいます。

2005年は、 」R列 車事故、アスベス ト

被害の発覚、うつ病を発症する人の急増

など、働 く者の生命 と健康が軽視され、

国民の健康 と安全が脅かされてきま し

た。耐震建築偽造事件の発覚は、「官」

から 「民」へが何をもたらすかを示すも

のでした。

また、「戦争をする国」づくりを目指

す憲法改悪の動きも強まっています。平

和のもとでこそ健康で安心 して生活 し、

働 くことができることを改めて確認する

年になりました。

総会を契機に、全国センターや地方セ

ンターが、情勢の求めるいのちと健康を

守る運動をすすめる力量の拡大をはかる

ことを呼びかけました。

◆団体生命保険裁判とトヨタ自動車・内野労災で支援要請発言

愛知の代議員は 2名 が発言 しました。

近森氏は、団体生命保険裁判の最高裁口

頭陳述が日前に迫っていること、労働者

の生命まで企業利益の対象にする悪徳に

審判を下すよう運動支援を訴えました。

今枝氏は、 ト ヨタ自動車労働者 ・内野

労災認定の運動は、財界の総本的に対決

する心意気で全国的な運動 として戒 り組

む必要性を訴え、希求座の 「あの子が死

んだ朝」の上演など運動の広がりを報告

しました。また、東海北陸セミナーにつ

いては、各県から参加が得られるよう組

織的な支援の必要性を訴えました。
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◆佐々木口宮崎両氏が引き続き全国センター理事に

新年度の役員として、佐々木 ・宮崎両

氏が引き続き、全国センター理事として

要職を担 うことになりました。

総会では、働 く者の生命 と健康を守る

優れた運動に 「全国センター賞」として、

二つの団体が表彰されました。
一つは 「北海道石炭 じん肺原告団 。弁

護団」。 これは、患者の掘 り起こしと労

災認定、健康管理手帳交付など、じん肺

根絶の裾野を広げた活動に対して顕彰さ

れました。

二つ目は、優れた労安活動を展開して

いる 「生協労連」。生協労連はパー ト労

働者を主体にした労働安全衛生運動を重

視 してきました。その運動が評価され表

彰されたものです。

総会の来賓として、東海北陸セ ミナー

に参加 された韓国 ・源進職業病財団の朴

賢緒理事長、全国じん肺弁護団連絡会か

ら山下登司夫氏、日本共産党・笠井亮衆

議院議員が挨拶されました。

発言する今枝代議員

―ヨ健康センターも―日電話相談を開設

2005年10月7日に設立された一官健康

センターは、事務所入口に看板 (写真)

を掛け、12月14日に石綿対策学習会 (12

人)を 行い、12月18日に石綿問題等の電

話相談を開設 しました。電話相談は、事

前に中日新聞尾張版等が報道 し、当日は

IcCケ ーブルテレビが取材 して20日に

ニュース報道 しました。

1月 20日には第
一回理事会を行い、ニ

ュースの発行など、新たな活動の発展を

めざします。

(事務局長 :三栄国康)

1韓(争つOt4ゆ今‐と嬢擦を脅■■1輩1韓務十■ヤ十1

章■麓鶴藤t後‐力1争‐■差
勢1策1難韓1鶏1労機費豊縛芸1等4B静額ttl■4
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全国週労死家族の会

総会と中央行動
――宮 口揚弟末警岳漉字だまえ%代 表 北十話 人 r王

内野 さん会計監査、宏だ 影 名古屋地区世話人に

国全

過労 死 を考 える

家 族 の 会

11月22日、勤労感謝の 日を前に、「全

国過労死を考える家族の会」の統一

行動が東京で開催 されま した。今回

も玉木 ・佐久間両弁護士のご尽力に

より、厚生労働省 。地方公務員災害

補償基金 中央本部交渉が実現 しま し

た。

昼休みには厚労省前で街頭宣伝活

動を行い、午後 2時 30分か ら 「全国

過労死家族の会総会」が、全国か ら

58名 の参加で開かれま した。 さら

に夜の 「過労死を考える集い」 と、

充実 した一 日を過 ごす ことができま

した。

総会では、三年間代表世話人であ

った大阪 ・新 田さんに替わって名古

屋 。鈴木美穂 さんが代表世話人に選

出され、新体制が整いました。

全国過労死家族の会代表世話人 鈴 木 美 穂

東京,・大阪と代表世話人が回り、今年

から名古屋 ということで、鈴木がお受け

しました。 どうぞよろしくお願いいたし

ます。
2005年秋、労安法の一部が改正されて

しまいました。家族の会では、議員や政

党などにも働きかけてきましたが、わず

か一 日の審議で採決され、成立してしま

いました。
10月30日、新聞の読者投書の欄にf「今

回の労安法の改悪は、過労死促進法」と

いう見出しで、65歳 の男性の投書を目

にしました。
「私の息子は 31歳 で突然死しました。

労基署は、過労死認定基準に掲げる時間

数に達 していないとして、労災と認定し

なかつた。電力会社に勤務 し、残業時間

は自己申告で、過少申告や未申告が慣例

化 し、三六協定も形だけ。成果や能力だ

けが強要された職場環境の中で、労働者

は大企業の犠牲となつている。今回の改

悪法は、
“
過労死促進法

"だ
と思 う。」と

記されていました。

名古屋の会員の中にも、電力会社のF

さんが見えます。 30代 でした。システ

ムエンジエアのMさ んも、薬斉」師のSさ

んもまだ若いこれからの青年でした。

企業に我が子を殺 された親たちは何を

励みに生きればいいのでしょうか ?も ち

ろんご主人や娘さんも同じであるのです

が。投書を読みながら考えてしまいまし

た。

- 6 -



私たち過労死家族の、この20年近い闘
いは何だつたのでしょうか ?前 進させて

きた、前例がないなら前例になろう、認

めてくれないなら裁判で、地裁で、高裁

で、最高裁で闘ってきました。そして、

私共のような悲 しい遺族が出ないように

願つてきました。 しかし、過労死 ・過労

自殺の件数は、毎年 3万件を超え減少ど

ころか増加するばかりです。過労死家族
の会が発足 した当時、脳心臓疾患が多く

て自殺なんて少なかったし、年齢も40代、
50代の働 き盛 りが多 くを占めていまし

た。 し かしここ数年、20代の若い方の過

労死が珍 しくない程になつてきました。

我が子が・……と思 うとや りきれない気

持ちになります。労働基準法は最低限の

基準であるのに、時短促進法が廃止され、

労働時間が企業の裁量に任 されて しま

う。これではいくら私たちが頑張つても

無駄だと投げ出したくなつてきます。で

も、若くして死んでいった多くの人々の

ことを思えば、その死を無駄にしたくな

いと思います。

私は、1989年(H元年)に、過労により

喘肩、の発作を発症 し、呼吸不全で夫を亡

くしました。42歳でした。幼子二人を抱
えての労災認定闘争はとても長い年月で

したが、過労死家族の会の存在は、大変

有難いものでした。子どもの前では泣 く
ことも許されませんでしたが、仲間の前

ではよく泣きました。弁護士の先生に、

名古屋過労死を考える家族の会を紹介 し

て頂き、全国組織である、全国過労死を

考える家族の会第 1回結成総会から参加

してきました。年に一度東京に集い、友

達もでき、日帰 り参加から宿泊して交流
できるようになりました。

「お元気でした?今 年も元気でお会い

できましたネ。」 とお互いの頑張 りを確

認 し、「来年もまた元気で会いましょう。」

と再会の約束をしてきました。そして、

仲間の労災認定を知 り、闘いの勝利 ・苦

労をともに喜び合つてきました。仲間内

は共通点も多く、心から語 り合 うことが

できる会でありたいと思います。幼子を

抱えた会員さんは、過去の自分と重なり、
「無理 しないでネ。」 と声を掛けたくな

ります。

私たちは大切な人の死や働き方を、企

業 ・国に認めさせるために、諦めないで

頑張りましょう。

2002年(H14)12月7日 、ボーダフ打ン

株式会社 (当時ジェイフォン株式会社)

の社員であつた夫 ・小出発が自殺 しまし

た。

夫は、1994年(H6)年4月 、(株)ケンウ

ッドから設立後間もない東海デジタルホ

ン(株)に出向し、開局に向けての慌ただ

しい業務に従事 していました。そんな中、

原告 小 出 典 子

自宅へ持ち帰 り残業を含む長時間残業を

強いられ うつ病に罹患しました。東海デ

ジタルホンは、ジェイフォンに合併 し、

夫は主に苦情クレーム受付の責任者 とし

て業務に従事 し、うつ病の症状は一進一

退を繰 り返 しました。開局から10年もの

間、Eメ ール、インターネットサービス

など日々めまぐるしい新技術 ・新機種導
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入に対 して、遅れをとることができない

と思い、精神科に通院 しながら努力を続

けました。 しかしその努力の果て、2002

年 (H14)12月、夫は物流部門への配転が

強行 されたのでした。

配転後の業務は、それまでの業務の一

部を持ち込んで業務するというもので、

夫は会社に強く善処を求めました。 しか

し、会社は聞き入れようとはしませんで

した。夫が死を選んだのは、配転の直後

でした。たった4日 間の配転勤務でした。

私たち遺族は、会社に事情の説明を求

めましたが、会社は一切の責任を認めよ

うとはしませんでした。訴訟において会

社側は、「うつ病があると知 らなかつた

から責任はない」、「業務とうつ病への罹

患、自殺 との間には因果関係がない」と

して、一切の賠償責任を否定しています。

約 2年 にわた り争点整理 (弁論準備手

続)を 経て、近々証拠調べ (証人尋問、

原告本人尋問)を 迎える段階にまで至 り

ました。

夫は家族に対す る人一倍の思いや り

と、真面目で几帳面な性格であると同時
に、10年間うつ病で苦しみながらも好き

な卓球でどんなに楽 しみ、ス トレス解消

をしたことでしょう。また、支援 して下

さる仲間の皆さんや、卓球仲間の皆さん

たちにどんなに支えていただいたことで

しょう。

そんな夫であり父を亡くした私たち家

族の悲 しみは、夫であり父の無念を晴 ら

したい気持ちでいっぱいです。企業は従

業員の生命や健康をどう考えるべきなの

か、従業員は自らが背負 う労働に報われ

るのか、そ うした疑間は労働者だけの疑

間ではなく市民全員の関心事と思われま

す。ボーダフォン事件はそ うした普遍的

な問題を提起 します。訴訟はこれから正

念場を迎えようとしています。

皆様、お一人お一人の温かいご支援を

どうぞよろしくお願い致 します。

< > は い 1103

2006年 2月 1日 (水)

①10i30～ 12:00 杉田被告

②13:30～ 16:00 岩田被告

2006年 3月 8日 (水)

①10:00～ 12:00 二村被告

② 13:30～ 16:40 原告・森洋子 さん、都築被告

2006年 4月 26日 (水)

①10:00～ 12100 原告・小出典子

②13:30～ 15:30 原告・高見一七子、原告・′j 出ヽ孝典

<事 務局からのお願い>
ジェイフォンを相手に損害賠償裁判を闘つてみえる小出典子さんから投稿頂き

ました。原告 ・小出典子さんは、 ト ヨタ自動車・内野過労死裁判の傍聴に駆けつ

けて頂き、涙ながらに支援要請の発言をされました。センターとしても全面的に

支援 していきたいと考えています。裁判傍聴など、会員の皆さんの温かいご支援

をお願いいたします。

原告・′い出典子さん
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おか しいぞ

団体生命保

裁

1

H:J

2。28最高載回頭弁論を前に

2・15シンポジューム開催決定

◆

去る12月19日(月)、団体生命保険裁判を支援する全国連絡

会は、 2月 28日に開かれる最高裁高等弁論を前にして、 10

万署名の達成や上申書の運動の継続などを確認 しました。そ

して、広 く世論に訴えるために、来る2月 15日(水)に、東京

で集会 とシンポジュームを開催することを決めました。

保険金の横取 りとい う企業犯罪に断を下し、働 く人々の権

利 。人権を守るたたかいに新たなページを切 り開く重要な裁

判です。
一人でも多くの参加でこのシンポジュームを成功 さ

せましょう。そ して、最高裁 口頭弁論傍聴席を満席にし、勝

利判決を勝ち取 りましょう。

団体定期保険の保険金は企業のものか、それ とも遺族のものか。団体定

期保険の帰属が大きな社会問題 となっています。受け取 り保険金の遺族
への支給を求められている住友軽金属工業では、1973年の団体定期保険

導入以来、死亡保険金 55億 円(125人分)の保険金を手にしましたが、23

年間も加入の事実を社員に知 らせず横取 りしてきました。

この団体定期保険について、2002年4月 に名古屋高裁が下 した、原告勝

訴 と敗訴の正反対の判決に対 し、原告 と支援する会が、最高裁に一
貫 し

て求めてきた日頭弁論が、来る2月 28日に開かれることにな り、最高裁

が団体定期保険裁判で初の判決を下す見通 しとな りました。

これ らの事件については、2005年 1月 から、最高裁 としては異例の和解

協議がすすめられていました。 しかし、被告 ・住友軽金属工業の
“
受け

取る保険金の 2億 5千 万円に対 し、四遺族に各100万円 。合計400万円の

弔慰金を提示する
"と

い うびどい態度により、和解は不調に終わってい

ます。

「団体定期保険の趣旨は遺族保障」とい う当た り前の判決を最高裁が下

すよう、最高裁に対する大詰めの取 り組みの強化が求められています。

あらためて団体定期保険の趣旨を活か し、勝利判決をめざすシンポジュ

ームを開きます。ぜひご参力日下さい。

◆
｀

◆

◆
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シ ン ポ ジ ュ ー ム

2月 28日の最高裁田頭弁論を前に !

生命保険就辛Jを考えるつビじ

主 催 :「団体定期保険裁判を考えるつどい」実行委員会

事務局 :働 くもののいのちと健康を守る東京センター

〒170-0005 豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館 1階 te r 03-5976-3941

日  口寺 20061「21日15:](7k)1 8 i 30
会 場 文京シビックセンター(4階)シ)レ′|―ホーザレ
内 容  第 1部 :シンポジューム 「団体生命保険」は誰のもの

パネ リス ト:水野幹男弁護士、本間照光青山学院大学教授、
近藤弘子原告、職場代表

第 2部 :「最高裁勝利判決に向けて」
2.28最 高裁口頭弁論と勝利判決に向けての行動提起

秋の健康学校を開催
アスペス ト問題、メンタルヘルス対策

をテーマに、「2005秋 の健康学校」

が、4回 シリーズで開かれました。

アスベス ト講座では、アスベス トの基

礎知識について、愛知医科大学助教授・

柴田英治医師が、「静かな爆弾」の怖 さ

について、分か りやすく講義をされまし

た。                こ

また、渥美玲子、伊藤大介両弁護士は、

法的にみたアスベス トのとらえ方、いく

つかの判例などについて解説 されま し

た。

職場のメンタルヘルス対策講座では、

元愛高教 ・三栄国康さんが、厚生労働省

の報告書な どをテキス トに説明 しまし

た。

また、簡単なようでコツが必要な 「傾

聴の技術」のグループ実践は、健康学校

では新 しい試みで、関心を引きました。

岩井羊一弁護士は、「うつ病の労災認

定」について、判例や厚労省の現状と問

題点を話されました。そして職場復帰に

ついても慎重な配慮 と環境作 りの重要性

を指摘 しました。

全体として参加者の関心は高く、各講

師への質問も的を射たものが多かったの

ですが、参加者は述べ 59名 で、前回の

健康学校に比べ半減 しました。

(文責:大家信義)
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トヨタ 自動 車

内野 健 一 さん

労災認定訴訟

11月30日(水)13時10分から名古屋地裁

1103法廷にて、内野健一さん過労死の労

災認定を求める行政訴訟第 3回 口頭弁論

が開かれました。

傍聴席は満席になり、法廷事務官から

「立ち見は認められませんので、退廷し

て下さい。」 と入廷を断られた方も4名

いました。傍聴においで頂いた皆様、大

変有 り難 うございました。心からお礼申

し上げます。

今回の回頭弁論も、弁護団から事前に

書面が提出されていました。その書面の

主な内容は、「夜勤交代勤務の過重性に

ついて」です。

健一さんの勤務は、早番 (6:25～15:15)

と遅番 (16!10～1:00)が一週間交替で続

く、連続二交替制勤務でした。遅番の場

合、勤務終了時間は午前 1時 が定時でし

たが、過重な時間外労働が続き、被災 1

ヶ月前頃からは、帰宅時間がどんどん遅

くなり午前 7時 近くにもなり、まさに過

重なガ働に従事 していました。苛酷な深

夜勤務 ・交代勤務が人体に及ぼす影響や

深夜 ・交代勤務における業務の質的過重

性を明らかにしました。また、労災認定

における業務起因性の判断では、被災者

にとつて業務の質的過重性を重視すべき

であり、内野健一さんの深夜勤交代勤務

そのものが過重であつた点等を書面で述
べました。被告・豊田労基署 (国側)の書

面は形式的な認否であり、豊田労基署が

述べている内容 とほとんど同じ内容でし

た。

口頭弁論の終わ りには、 ト ヨタ自動車

特有の 「インフォーマル (正式ではない

とい う意味)業 務」についてのや り取り

がありましたが、この点については次回

深夜歪替勤務を陳述

以降の弁論で しつか り反論 していきま

す。

口頭弁論は15分ほどで終了し、閉廷後、

裁判所前で報告集会が開かれました。報

告集会では、博子さんの実家のお父さん、

弟さんも傍聴に駆け付け、冒頭に 「皆さ

んのご支援があったからこそここまで来

られました。今後のご支援をよろしくお

願いいた します。」 と挨拶 されました。

また、過労死家族の会からは、静岡県大

井町から見えた杉山さんが 「ドラッグス

ギヤマに勤務 していた息子が過労死し労

災と認められたが、会社は全く認めよう

とはせず、損害賠償請求を提訴し、会社

の謝罪を求めている。お互いに支え合つ

て何 としても認めさせたい。」 と連帯の

発言をされました。

続けて、愛労連議長 ・羽根さん、前参

議院議員。人口ひろ子さん、愛知争議団、

そして各支援団体や うたごえによる創作

曲 「おやすみ」の紹介、希求座の公演 「あ

の子が死んだ朝」を通 しての支援の発言

がありました。

原告 ・内野博子さんからは、傍聴のお

礼とトヨタ自動車でのインフォーマル業

務と言われている業務は、実は実際の仕

事と大きく関係 していることや過労死家

族の会の裁判への支援要請の発言があり

ました。

最後に、山下事務局長から、傍聴のお

礼と次回口頭弁論の日程 「2月 8日 (水)

13:10」を確認 して集会を終わりました。

今後ともご支援をお願いいたします。

(文責 i支援する会事務局 鈴 木利往)

代理人が、過酷な

第 3回 Eコ 頭 弁 論 開 か れ る :
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ゆ た か福 祉 会

人 権 侵 害

泰 中 事 件

ローカルユニオンの組合員・泰中広

子 さんへの人権侵害事件で、名古屋

地裁判決で全面敗訴になつたゆたか

福社会は、中労委での和解 を成立 さ

せ、再生に向けてあらたな出発をす

ることにな りました。

ゆたか福社会 とローカルユニオン・

金丸 さんを支援 し人権を守 る会 との

和解が成立 し、12月12日(月)、労働

会館会議室にて、ゆたか福社会・秦理

事長 とローカルユニオ ン・三枝委員

長、守る会・宮崎事務局長が和解文書

に調印 しま した。この調印をもとに、

12月14日 (水)には中央労働審査会で

の和解 も成立 し、当 日、記者会見を

して公表 しました。

和解の内容は、① 「ゆたか福社会

人権争議」に関す る全面解決のため

の当事者間協議合意書、②団体交渉

確認書、③和解協議書の二つから成

り立っています。

①の文書で、「金丸さんを支援し人

権を守る会」に対して次のような謝

罪文が出されています。
「法人は、ゆたか綱領の絶対化と

その推進をはかるうえで、守る会の

活動が外部からの不当な干渉と攻撃

であると受け止め、『金丸さんをま援
し人権を守る会』の結成総会への組

織的な妨害行為および広報紙上など

において守 る会の批判をしてきま し

た。また、守 る会の代表 との話 し合

いを拒否す る非礼な態度をとつてき

たことなどの誤 りを犯 しま した。 こ

こに深 く謝罪 します。今後は、社会

福祉法人 として信頼 を確立するよう

通進する決意です。」

また、法人は、各種の措置を実施

することを通 じて人権争議の全面解

決をはかることを表明 しま した。そ

の中で、ゆたか綱領 を廃案 し綱領教

育を廃止すること。関係法規を遵守

し社会的道義を尊重 し、社会に開か

れた社会福祉施設の実現を図ること

を約束 しています。 さらに、これま

での経過 と泰中判決の主文 と裁判所

の判断などを広報特集号に掲載す る

とともに、①関係者への謝罪を公表

する、②泰中さんの職場復帰のため

の条件整備を行 う、③ローカルユニ

オンヘの謝罪、④ 「うたごえ」の浜

島氏への謝罪などが約束されていま

す。
2001年から始まつた、金丸裁判、

鈴木徳彦さん、それに続いて泰中さ

ん、安藤さんへのいじめ 。攻撃が、

ゆたか福社会の全面敗北で決着 しま

した。今後は、これらの合意が確実

に実施されることを監視すること、

泰中さんの職場復帰を勝ち取ること、

まだ謝罪していない前田元常務 ・小

椋元ゆたか労組委員長とゆたか労組

の責任を追及するとともに、職場に、

健全な闘う組合を構築する課題があ

ります。これまでのご支援 ・ご協力

に感謝するとともに、引き続き皆様

のご支援をお願いいたします。
(文責 :宮崎 脩

一)
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現在、当センターが支援 している裁判闘争 ・労災認定闘争は次のとおりです。

以下に、順不同で事件の概要 ・経過 ・裁判 日程などをまとめました。

1.トヨタ自動車 ・内野過労死認定裁判 (原告 日内野博子さん)

内野健一さん (当時30歳 )は 、 トヨタ自動車堤工場ライン

外業務に従事。二交替勤務で、亡くなる一ヶ月前の残業時間は

1 4 4時 間。
・2002年2月 9日 、被災当日に発生したラインを止める寸前の

重大 トラブルが発生。その トラブル解消のために全力をあげ

て対処 し、ラインを止めることなく乗 り切る。明け方の残業

時間中、業務引き継ぎ中に致死性不整脈を発症 して死亡。

・2002年3月 妻 ・博子さんは、豊田労基署へ労災認定請求。 (原告の内野博子さん)

。2003年12月 豊 田労基署長は、十分な調査も実施 しないで労災不認定。

・2004年1月 愛 知労働局へ審査請求。
・2005年3月 30日 愛 知労働局は、弁護団が準備 した専門医の意見書を無視の上、「会

社ですべての時間仕事をしてたわけではない。」さらに 「インフォーマルな業務は、

業務命令が出されておらず、業務とは認められない。」と不当な判断。労災不認定。

・2005年4月 19日 中 央労働保険審査会に再審査請求。

・2005年7月 22日 豊 田労基署の労災保険不支給処分を取 り消す行政訴訟を名古屋地

裁へ提訴。以降、三回(9月 、10月、11月)の 回頭弁論。傍聴席はほぼ満席の状態。

・現在、名古屋地裁宛の労災認定要請書名運動推進中。

<次 回口頭弁論の日程>

2006年2月 8日(水)13:10名 古屋地裁1103法廷第4回 口頭弁論

2.中 部電 カロ藤 田過労 自殺労災認定裁判 (原告 ・藤 田睦美さん)

中部電力火カセンターに勤務していた藤田真二さん (当時36歳 )は 、1999年(Hll)

8月主任に昇格し、労働環境が激変する中、月120時 間を超える残業に従事。その

上、職場上司による人権無視のパワハラなどにより、うつ病を発症し自殺(Hll.11)。

・2002年(H12)10月 遺 族、名古屋南労基署へ労災認定申請するが、業務外認定。

発病原因は業務であり、病気の悪化により自殺に至つたとして名古屋地裁へ国・労

.留書窪髭晶晃后努衰装握華発雪署撞墨挫逢吾『
°

<次 回口頭弁論の日経>

2006年 1月 11日(水)10:00

9 : 3 0

名古屋地裁孫吉宅事法廷(1103法廷)

名古屋地裁前南側歩道にて事前集会
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3.富 士電機 工事 東野 労 災認 定裁 判 (原告 ・東野津 々子さん)
。1997年(H9)7月、富士電機工事 (株)横 浜本社から関西支社へ単身赴任。関西支社

赴任にあた り、妻に 「大阪はいま大変なことになつているらしい。俺が行 くことに

なつた。」と伝言。上司のパワハラや同僚からの冷淡な視線により、この年の12月

にうつ病 と診断され休職扱いになつた。 しかし、 lヶ 月半ほど (治療途中)で 関西

支社の 「中津の倉庫」といわれる場所に左遷。真上を電車が走つてお り、一 日中騒

音 と振動がある中で、図面を描いていた。

・1998年(H10)3月末、自宅のある本社に戻すことなく中部支社に単身赴任 させる。

中部支社は、 ISOや 赤字の現場等で奔走。休 日は社内昇給試験の論文作成に追わ

れた。

・1999年7月 、うつ病が再発 し、単身赴任先の部屋で自死。

・1999年9月 、名古屋西労基署に労災申請するが不認定。

・名古屋地裁へ労災認定を求め行政訴訟を提訴。

・2005年(H17)11月9日 名 古屋地裁で結審 し、判決 日は2006年1月 18日と決定。

勝利判決が待たれる。

<次 回判決の日程>

2006年1月18日(水)1ユ10 名 古屋地裁1103法 延 半 J力疑

4. ドラッグロスギヤマ杉山損害賠償裁判(原告日杉山さん夫妻)
2001年 6月 、杉山貴紀さん (当時 24歳 )

はスギヤマ薬品の薬斉1師として勤務 してい

たが、過労に伴 う不整脈による心停止で死

亡。死亡直前の残業時間は 140時 間を超

えていた。豊田労基署へ労災認定申請。

2003年 (H16)10月18日、豊田労働基準監督

署より過労死 との労災認定。死因は、「過

重なる労働が原因」と断定。

しかし、 ド ラッグ ・スギヤマは、誠意を見

せる事も、被災者の墓前に参る事せず、「悪

くないから謝罪するつもりはなVさ。」 と主

張。
。2005年 (H17)2月 8日  ス ギヤマ薬品に対し損害賠償訴訟を提訴。 日頭弁論中。

(原告の杉山さん夫妻)

<次 回日頭弁論の日程>

2006年1月 11日(水)11:30 名 古屋地裁H03法 廷日頭弁論



5.刈 谷市職員B倉田公務災害認定闘争(原告日倉田利奈さん)
・1998年(H10)12月30日 刈 谷市職員美術館運営担当

倉田康弘さん(当時 30歳 )は、長時間の残業と持

ち帰 りの仕事が続き、過労による頭蓋内出血のた

め死亡。
・2002年(H14)5月 妻 ・利奈さん、公務災害認定を

求め、地方公務員災害補償基金に公務災害認定請求。

刈谷市当局は、支援する会の度重なる要請にもかか

わらず、公務災害認定の立場に立とうとせず。
・2005年(H17)7月21日 「公務外の災害」の決定。
・同年 9月 14日、基金支部審査会へ審査請求。
・現在、認定へ向けて公務災害補償基金愛知県支部審査

会宛の要請署名運動を推進中。

6.住 友軽 金属
口団体 定期 保険保険金横 取 り裁判

企業が社員に内緒で掛けた団体生命保険。その受け取 り

保険金の遺族への支給を求められている住友軽金属工業で

は、1973年以来、社員 125名 の死亡により、死亡保険金

55億 円を横取 り。
・2002年4月  名 古屋高裁は、二つの団体生命保険裁判に

おいて原告勝訴と敗訴の正反対の判決。
・2005年 最 高裁が提起 した和解協議であるが、被告 ・住

友軽金属の不誠実な態度により和解は不調に終わる。

支援する会は、 10万 署名運動、上申書の提出など延
べ 15回 におよぶ最高裁要請 ・住軽金本社前宣伝行動を

展開し、一貫 して最高裁へ口頭弁論開催を求めてきた。

(請求者の倉田利奈さん)

(原告・近藤弘子さん)

・2005年11月 最 高裁、日頭弁論開催を通知。年内判決の予想。
' ,<今

後の日程>

2006年2月 15日(水)18:30 生 命保険裁判を考える集い

場所:文京シビックせんた一ロシルバーホール(東京)

2月28日(火)月 又 拝乳 義琵 Eコ 三頁亨手話舗

7.ジェイフォン社員小出過労自殺損害賠償裁判
・1995年(H7)年7月 夫 ・小出発さルは、クレーム対応などをする部署に従事してい
たが、ジェイフォン開局に当たり過労状態となり、うつ病と診断。その後も新機種

の開発、販売店からの問い合わせの対応などでうつ病を悪化。
・2002年(H14)12月 在 庫品の管理や配送を担当する部署に異動

したが、二人でやつていた仕事を一人で受け持つことになり、

上司に訴えても聞き入れられず。
・2002年12月7日 、自宅で自死。(職場配転後わずか四日目)
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・2003年(H15)7月18日 妻 ・典子さんは、携帯電話会社ジェイフォン東海支社を相

手に、労働時間や健康配慮義務違反で損害賠償裁判を名古屋地裁へ提訴。遺族は、

ジェイフォンが夫 ・尭さんの労働時間軽減や健康状態の把握などの具体的措置を取

らずに放置 した結果、自殺 したとして、逸失利益や慰謝料の支払いを求めている。

遺族によると発さんは自殺直前、「とても一人でやれる仕事 じゃない。厳 しい。」と

訴えていたとい う。

<証 人尋問日程> 名 古屋地裁

2006年 2月 1日 (水)10:30～ 12:00、13:30～ 15:30

3月 8日 (水)10:00～ 12:00、13:30～ 16:40

4月 26日(水)10:00～ 12:00、13:30～ 15:30 聞
イ峨

、
根
ガ
一
一
！■

一 ミ1毒転ラ|“十

月  日 項事 時間 ・場所など

1 1日(水)
中部電力過労自殺・藤田労災認定裁判結審

30名古屋地裁前集会

00名古屋地裁1103法廷

9

10

スギヤマ ドラッグ・杉山損害賠償裁判 11:30名古屋地裁1103法廷

愛労連2006新春旗開き 18:30労働会館東館2Fホール

(木)12日 第 3回 理事会 18:30労働会館本館会議室

(土)14日 愛労連・春闘共闘新春大学習会 13:00サン笠寺サンホール

(火)17日 住軽金 9争 議事務局会議会 18:00全港湾

(水)18日 富士電気工事・東野過労自殺裁判斗判 彰雑 13:10名古屋地裁1103法廷

(金)20日 一宮センター理事会 19:00-宮 センター事務所

25日(水) 事務局会議 10:00 事務所

(木)26日 愛知争議団。国民救援会・自由法曹団合同

「新春のつどい」 18:00労働会館東館2Fホール

28日 (日) 愛知争議団例会 13:30労働会館本館会議室

29日 (日 ) 内野労災事務局会議 13:30西三河労連事務所

2月 1日 (水) ジェイフォン小出過労自殺損害賠償裁判

2名 の証人尋問

10:30-12:00

1 3 : 3 0～1 5 i 3 0名古屋地裁

6日 (月)

8日 (水)

事務局会議

トヨタ自動車・内野労災裁判(口頭弁論)

10:00事務所

13:10名古屋地裁 1103法廷

11日 (1砧) トヨタ総行動

15日 (水) 団体生命保険を考えるつどい
18:30文京シビックセンター・

シルバーホール(東京)

(月)20日 事務局会議 10:00事務所

28日 (火) 団体生命保険最高裁 Eヨ馨 彰
~t粛

衛 最高裁
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